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1 . 序 

日本とフランスの 関係で最も重要なものの 一つは外 

交であ る． それは法制・ 技術・教育・ 軍事等の前提に 

外交があ るからであ る．フランス 外交代表グロ 男爵Ⅱ 

と幕府によって 結ばれた日仏修好通商条約乙の 最初の 

実行者であ る 点 ，デュシェーヌ・ ド ・ベルクールロの 

日本での行動は 極めて重要と 言わなければならない． 

しかし第 2 代ロッシュ公使 4) にくらべて地味な 存 

在であ ったためか，デュシェーヌ・ ド ・ベルクールに 

関しての研究は 筆者の知るかぎり 皆無であ る． 

これまでの紹介は『覚交 史 辞典 F や「洋学史 辞 

典 J6), 『世界人名辞典』， ), 口 eJaponetIaFrance, ㎞ a- 

gesd,unedecouverte]8, などにあ ったに過ぎない ，本 

稿は， デュシェーヌ・ ド ・ベルクールの 生涯を詳細に 

紹介することによって ，フランスの 対日外交の原点を 

明らかにすることを 第一目的にした．資料は ，パリの 

外務省の文書館 9), 東京大学史料編纂所を 主として利 

用したが，出生証書はフランスの 区役所 10) とパリ 市 

昭 

文書館 ") に問い合わせた． 

陸軍三具伝習 ( 歩兵・騎兵・ 砲兵 ) め ，横須賀製 

鉄所， 3,. 横浜フランス 語学 所 14, という大きなプロジ 

ェクトを幕府の 親 仏派 と組み成功に 導いたロッシュの 

貢献が大きければ 大きいほど初代フランス 公使デュ シ 

エーヌ ・ ド ・ベルク - ルの評価も相対的に 大きくなる   

全般的に見て 幕末からのフランスの 対日外交は， グロ 

によって準備され ，デュシェーヌ・ ド ・ベルクールに 

よって徐々に 始動し ロッシュによって 具体的に大き 

な成果があ がったという 図式が考えられよう・ 以後， 

概ね両国の関係は 今日に到るまで 順調に推移して 来た 

と言える． 

それと共に，対日フランス 外交を成功に 導いたこと 

で軽視できないのは ，幕府の親 4 ム派といわれている 小 

栗 上野分Ⅵ，栗本鋤雲 ( 瀬 兵衛 ) '6,, 浅野美作手・ 7) 

の行動であ る． 

幕府とフランス 政府の呼吸が 完全に一致したからこ 

そ ， 3 大事業であ る横須賀製鉄所，陸軍三具伝習， 横 

浜フランス語学所の 創設が初めて 可能になったことを 

特に考える必要があ る． 

これからの研究・ 調査計画は， フランス覚交代表 グ 

ロ ，第 2 代公使ロッシュ ，第 3 代公使 ウ一 トレイ 18' 

と 続き，幕末から 明治初年のフランスの 対日政策を総 

合的に考察する． 

国と国との交流は ，結局は個人と 個人の関係に 行き 

着くことにもなるので ，本稿では，研究の 第一歩とし 

て， フランス覚交官に 照準を合わせたわけであ る． 

2. 出生 

ギュ スター ヴ ・デュシェーヌ ， ド ・ベルクール 

(GustaveDuchesnedeBellecourt)  は 1817 年 2 月 23 日 
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( 文化 14 年 1 月 8 日 ) にフランスの 首都パリ市の 旧 9 支払われていなかったとみられる． 

区の サン・タントアース 通り 200 番地で父ピエール・ 

シ ミ (Pie,,eR 色 my) . デュシェーヌ・ ド ・ベルクー 

ル， 母 アルフオンス・ガブリエル・ケリ ュ ( 刈 phonse 

G 、 b,i 。 lle Qu 台 ， u) の嫡子として 生まれた， 出生証 

書 '9) は次の通り． 

FDu@ vingt ・ six@ fevrier ， mil@ huit@ cent@ dix-sept ， a@ une 

heure@ de@ relevee ． Acte@ de@ naissance@ de@ Gustave ， du 

sexe@ masculin,ne@ Ⅰ   vingt ， trois@ du@ present,@ a@ une 

heure@ de@ relevee ， rue@ Saint ， Antoine ， N@@200 ， quartier 

de@ 1 ， Arsen@@   a@ Paris ， fi Ⅰ   de@ Pierre@ Remy@ Duchesne ， 

propriet8re ， et@ de@ Aphonse@ Gabrielle@ Queru ， son 

epouse,maries@ en@ cette@ Maine@ le@ dix-hu@@   fevrier,@ ini   

huit@ cent@douze ， demeurants@ susdite@domicile ． Premier 

temoin:@ le@ S ， @@Jean ， Baptiste@Renard ， employe ， age@ de 

trente-neuf@ans,@ demeurant@rue@Roya Ⅰ   N@@8.@ huiieme 

arrondissement@ de@ PaFs ・ Second@ temoin:@ le@ Sieur 

Pierre,@ Frederic ， Francoi   .@ second@ clerc@ de@ notai   e, 

乙 ge de vlngt,sept ans@ demeurant m 毛 me malson ou 

est@ne@ 1'enfant ， Constate@par@rnoi,@Mai   e@du@neuvieme 

arrondissement@ de@ Pa Ⅱ     s,@ et@ apres@ lecture@ ont@ signe ・ 

Ai   S@     signe@ Renard ， Duchesne-Fran@@os@ et@ Panti   ， 

adjoint ・ J 

3. 来日前 

フランスの覚務省に 保存されている 個人言 己録 

(Dossier,Drection du Personnel) を整理してみると 

デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールの 略歴は次のようにな 
る 20) 

デュシェーヌ・ ド ・ベルクールは 1840 年 ( 天保 11) 

に 法学士㎝。 en 。 掩 。 n droM  となり， 同時に見習い 

弁護士 (avocatstaeiaire) となる・ 2 年後の 1842 年 

( 天保 13) に彼は正式な 弁護士となる 2,). 出身大学に 

ついては彼がパリ 生まれなので 多分パリ大学の 法学部 

(FacultededroitdeParis) と 一応考えられる． 

彼は 1841 ( 天保 12) 年 10 月に外務省に 入ったとみら 

れるが，フランス 外務省資料の 別の個人記録では 外務 

省に勤務したのが 1842 年 1 月 1 日となっているものも 

あ り結局 3 つの異なった 外務省入りの 記載があ る 勿 ． 

外務省では初め 文書室 (Archiv 。 ， ) に定員外のアタッ 

、 ンェ (surnurn 鮭 aire) として配属されたが ，翌年の 

1844 年 11 月 8 日 ( 天保 15 年 9 月 28 日 ) に彼は政治局に 

移る 23). 定員外のアッタ シェ の時代は正規の 給料は 

1848 年 6 月 1 日 ( 嘉永元年 5 月 1 日 ) に同局の書記 

(,om 而 ， ) に昇格した彼はこの 時正式の外務省の 職員 

となる．ここで 初めて正規の 給与が支払われる 24). 結 

局，彼が外務省の 本省に勤務した 年数は 6 年と 4 分の 

1 となる． 

また，彼は 1846 年 ( 弘化 3 年 ) に中国のフランス 使 

節のアタッシェに 推薦された事力 淳已録 に残っているが ， 

詳細は不明であ る． 

デュシェーヌ・ ド ・ベルクールの 来日前の海外勤務 

をまとめると 次のようになる． 

1847 年 ( 弘化 4) 10 月に デュ シェーヌ・ ド ・ベル 

クールはオーストリ 一のウイーンに、 派遣される． 具体 

的な職務内容は 記載されていないので 不明． 

1848 年 7 月 7 日 ( 嘉永元年 6 月 7 日 ) にデンマーク 

4 ム公使館の書記官として 2 度目の覚国勤務が 決まり， 

デュシェーヌ・ ド ・ベルクールは 1854 年 6 月 29 日 ( 嘉 

永 7 年 6 月 5 日 ) までの 6 年間を北欧のコペンハーゲ 

ンで過ごす．現在のフランス 大使館職員の 平均的勤務 

年数の 3 年からみれば 6 年の勤務は倍にもなりかなり 

長い． これが デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールの 外交官 

としての本格的な 外国勤務の第一歩となる． 

1855 年 ( 安政 2) 6 月 30 日 ( 安政 2 年 5 月 17 日 ) か 

ら 1856 年 8 月 29 日 ( 安政 3 年 7 月 29 日 ) まで デュ シ 

ェーヌ・ ド ・ベルクールはドイツのフランクフルトの 

フランス公使館の 二等書記官となる． これは前任者 

ド ・ゴビノー (DeGobineau) と交代するための 人事 

であ った 25). 

デュシェーヌ・ ド ・ベルクールは ， ドイツのフラン 

クフルトのフランス 公使館に勤務中の 1856 年 8 月 30 日 

( 安政 3 年 8 月 1 日 ) に一等書記官に 昇格となり， 

1857 年 4 月 29 日 ( 安政 4 年 4 月 6 日 ) までの 3 年間フ 

ランクフルトに 滞在した． 

1857 年 4 月 29 日に デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールは 

中国の フ ラ ン ス の大使館 (Ambassade 

extraordinaire) の一等書記官に 任命され，約 2 年間 

中国に滞在する． 

4. 来日 

「 続 通信合引によれば ，デュシェーヌ・ ド ・ベル 

クールの来日はイギリス 公使オルコックによって 1859 

年 8 月 14 日 ( 安政 6 年 7 月 16 日 ) にもたらされた 26). 

1859 年 2 月 2 日 ( 安政 5 年 m2 月 30 日 ) の デクレ ( 勅 
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令 ) により デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールは 日本紅 勧 

フランス領事館の 最初の総領事に 任命された 2 の． こ 

れが日本と デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールの 最初の出 

会いとなった ， 

「 A ㎡ cle l 。 ， unConsulatg 色 n る ， alest 色 tabliauJapon, 

5  la  R を sidence  de  Edo,-  A ㎡ cle  2e M. Duchesne  de 

Bellecou,t  (Gustave), Sec, 億 ai,e  de  P, 。 masse, em- 

plissanten  fonction  de  P,e Sec, ま aire anotre Ambas- 

sadeen  Chine,estnomm る ConsulG る ne,alaYedo. 」 

更に デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールの 日本赴任受諾 

に関する資料は 次ぎのようなものであ る 28). 

「 J,ai  recu  la  Iettre  dans  laquelle  Votre  EXellence 

veut  bien  me  faire  savoir  que,  sur  sa  proposition, 

l,Empereura  daign 奄 me  donnerun  t さ moignage  de  Sa 

haute@ bienveillance@ en@ me@ confiant@ le@ Consulat 

G る n 鯨 alquivientd, 奄 tre  cr ㏄ au  Japon   

Cette@marque@des@ bontes@de@1 ， Empereur@me@ comble 

d'une@ reconnai   sance@ que@ je@ m'efforcerai@ de@ prouver 

par@mon@devouement@a@1 ， auguste@personne@de@ Sa@Ma- 

4   ste@ Imperiale@ et@ par@ mon@ zCe@ pour@ Ⅰ   bi   n@ de@ son 

servi   e ， 

Votre@Exellence@me@permettra ， t ・ elle ， en@la@priant@de 

vouloir@ bien@ faire@ parvenir@ a@ Ⅰ   Empereur@ la@ respec- 

tueuse@ expression@ des@ sentiments@ qui@ m'animent,de 

Ⅰ   i@ offr@@   ausS@     1'assurance@ de@ Ⅰ   vive@ gratiude@ que 

m ， inspi   ent@ Ⅰ   s@ indulgentes@ appreCations@ qu ， el Ⅰ   a 

bi   n@ voulu@ fai   e@ de@ mes@ servi   es@ en@ me@ deSgnant@ au 

choix@dont@je@viens@d ， etre@1 ， objet? 

J ， aurai@ 1 ， honneur@ de@ me@ conformer@ en@ tous@ points 

aux ordres que VotreExellenceveutbienme dormner 

dans sa let Ⅰ redu l0cle cemois. 」 

なお，鹿島守之助氏が 著書 ( 「日本覚交 史 J l 幕末 

外交 ) の中で デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールの 任命を 

安政 6 年 (1859) 年 4 月と記述しているが ，それはあ 

り 得ない 29). このような経緯で デュ シェーヌ・ ド ・ 

ベルクールは ， 1859 年 6 月 12 日 ( 安政 6 年 5 月 12 日 ) 

にフランスのマルセイユ 港を出発し上海経由 (7 月 31 

日者，和暦 7 月 2 日 ) で 1859 年 9 月 6 日 ( 安政 6 年 8 

月 10  的 にパリ覚国宣教会 (Soc 陥 des  Ms 餌 on, 

Etrang 玩 esdePa 「 ls) 神父のエマニュエル ， ウジ エ """" 

ヌ・メル メ ・カション (EmmanuelEug も ne  Merm  et- 

Cac  ,h  on,  1828 Ⅰ .  )  プリ ユ ダンス・セラファン・バル 

テルミー・ジラール ， Prudence  S 仮 aphin  Barth 色 lemy 

G      rard,  182 ト 1867)  と共にフランスの 軍艦 ( コル ウ   

ニット 艦三 筆者 注 ) デュ・シェイラ (DuChay 固で 
来日した 30). なお，正式な 公使館が完成するまでは 

東京麻布の済海手が 総領事館となった． 

中国滞在については 既に述べたが ，結果としては ， 

この中国での 2 年の経験が伏線となり ， 1859 年 2 月 2 

日 ( 安政 5 年 12 月 30 日 ) に彼は江戸のフランス 公使館 

の総領事乗代理公使 (ch 、 ， g 台 d,aff 、 Ⅱ。 ， ) に任命され 

る． デュシェーヌ・ ド ・ベルクールは 日本に約 5 年間 

もいたことになるが ，その間の 1861 年 ( 文久元年 ) 6 

月 には特命全権 公使 ( ㎡ nistrepIenipotentiaire) に昇 

格する． なお，幕府への 昇格の正式な 通告は 8 月 31 

( 和暦の 7 月 26 日 ) であ った 31). 

デュシェーヌ・ ド ・ベルクールの 信任状奉呈式に 関 

しては「 L,Illu,t,ation 』紙の 1860 年 12 月 29 日 ( 万延元 

年 11 月 18 日 ) 号に「 1860 年 9 月 6 日 ( 万延元年 7 月 21 

日 ) デュシェーヌ・ ド ・ベルクールの 大君謁見」とい 

ぅ 記事があ る ") そ には謁見の様子がスケッチに 

より描かれている． 

フランス皇帝ナポレオンより 幕府へ差し出された 信 

任状は次の通り 鋤 ． 

「 吾 ナポレオン天命を 奉 しィ ム前西人の願に 依て仏 南西 

国の皇帝となり 次に記載する 書を見る人に 恭敬を表す 

日本と 4 ム蘭画 と 昨年の条約に 随 て 江戸 へ 仏前面 の コン 

、 ンユルセホ ラールを任する 事なればゲイ ユスタヘド、 ン 

ヱンデ ベ ン クル と 言るものの聡明正直敦厚忠心の 様子 

を承知の上にて 吾 れ具 大な コンシェル セホ ラールの官 

職に任する 譚 状を致すために 日本政府へ次の 書簡を奉 

す 去れはコンシュル セホ ラールは具書簡によりて 条 

約 と条約に添えたる 交易の規則に 随 て 相応の職務を 処 

置するものなり 夫に依 て コンシェル セホ ラールは 其 身 

分に当 る 威勢と官位に 応すへし 然るにコンシェル セ 

ホ ラールは吾が 下知に随 て 日本の開きたる 港にコン - ン 

ユル の代人を差遣すへき 権 あ るへし 其 上日本の諸官 

に願ふは仏 南西コンシェル セホ ラールの官位を 尊 ひ其 

職 を取付ふに滞らさる 様 すべし 右譚拠 として 此 書翰 

に吾が印を調せり 夫をハレイス 仏前西の都府に 於て 

天主の一千八百五十九年四月 廿 日に書 す 完に 仏 南面 

皇帝名を記す ナポレオン 

英次に仏双西の 宰相名記す ワ レスキ」 

この信任状提出に 当たって デュ シェーヌ・ ド ・ベル 

クールは，以下のような 日本語の私信を 添えた 34). 

「ワタクシ ゲイ ユスタベ ( ギュ スター ヴ )  ドシエ 
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ン ( デュシェー ヌ )  デ ( ド )  ベ ン クル ( べ J レクー 

ル )  ト イ ブ モノ ハ 

二ツポ ン / エド ( 江戸 ) 二 

フランス /  ク ワウ テ 4  ヨリ フランス /  セイフ 

/ コトヲ トリサバク タメ ニ コン - ンユルセホ ラール 

ノ クラ ヰニ タ テラ ン テ ラル モノ ニテ 

エド ノブギ ヨ ( 奉行 ) サマ ニ ゴ レイ ( 御キ し )  マ フ 

セア ゲル ニ ( 中 上げるに )  コ、 ニアル シ ヨメシラ 

ゴラウジヨ ( 御 老中 ) / コウクワン ( 高官 ) 二ン 

( 火 ) ヘ ア ゲ ワタシナサ ント コヒ ネガ ウ コトナ 

リ ワ タクシ マタ ブギ ョ ( 奉行 ) ハ ワ タクシ ラ 

モマ タフタクシ ラ コチ ( 此此 ) ヘ ワタシタル フ 

ランス /  ク ワウテ ィ /  ド セラ ( デュ・シェイラ 二 

Du  Chayla) ト イ ブ フネフ ナ ニゴト ニモ タス 

ケラ ルル ヲコ、 ロヲシリ テアリガタフ コトト ヲモ 

ヒ マス ル サラニ ワ タクシ ハ Ⅰ ノ / ウ ニノ ゲイ 

(?) ヲ ホ ジラント テ (?)  ブギ ヨ / コ トラ フ 

ック モ テ ハイスル コ、 亡コ ヘラ フゾ レ イジ ㏍ 卸 イ号 三 

矢口 )  ゴザリ ナサⅡノ ミ ギ / コトヲ 

ヱド / ウミ ㏄ T 戸湾 ) 二 アル ドセラ ( デュ・シェ 

イ ラ )  ト イ ブ フランス /  クワイテ ィ /  ( 皇帝 ) 

イク サブ 某 ( 軍艦 ) 二才 ィテ 

一千八百五十九年九月 セ日 三 カ キオ イタリ」 

「 ソレハ ミキ ニアル フランス ゴ /  ホンショ ヨ 

リ ヒキラッシ ( 写して ) テ ソ / ホンショトスコシ 

モ タガワス ト 、 ンヤウコ スルタ メ 

フランスノ コンシェル セホ ラールハ ジラル ( ジ 

ラール 二 G 廿 ard) トイ フ ツウベンカン /  コトバ ヲ 

シンジ タ ノンデ ( 頼んで ) ココニソノ ブラ シル シ 

マタ コンシュル セネ ラール /  ヤクショ ( 役所 二 総 

領事館 ) ツ インバン ( 印判 ) ラ オ シ / セタリ 」 

少し意味が取りにくいところはあ るものの，幕府と 

フランス政府の 交渉の中で日本語のできるフランス 人 

ジラールの 果 たした役割は 今日考えられる 以上に大き 

い ・ もし日本語のできるパリ 外国宣教会の 神父ジラー 

ル やメルメ ・カションを 同伴せずに デュ シェー ヌ   

ド ・ベルクールが 単身で日本へ 赴任したら， 日 4 ム間の 

コミュニケーションに 大きな進展がみられなかったに 

違いない． 

幕末期には，オランダ 語を仲介して 幕府は外国と 交 

渉することが 多く，当事国の 言語のほかにもう 一つ間 

に入る為に，正確に 意思の伝達が 伝わらない恐れがあ 

った・ 1 世紀以上経った 仝日でも誤訳などの 問題がと 

きどき起こるほど 言語の外交に 占める部分は 大きい． 

こうして デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールは 名実ともに 

フランス覚交の 最初の推進者となる． これは帰国する 

1864 年 ( 元治元年 ) 5 月まで続き彼はフランス 対日外 

交のレールを 極東の地日本に 敷き ， 次のロッシュ 外交 

の 準備をする． 

5. 日仏 修好通商条約批准 蕃 交換 

デュシェーヌ・ ド ・ベルクールの 日本での最初でか 

つ最重要な仕事は 日仏修好通商条約の 批准書の交換と 

若干の字句の 訂正 ( 意味の確認 ) であ った． 

デュシェーヌ・ ド ・ベルクールは 先ず幕府に日仏修 

好通商条約批准書の 交換の任務をもって 来日した旨を 

告げ， さらにその為の 日取り，場所を 決定するよう 求 

める次の様な 書簡を送った ， 5). 

「私者ゲイ ユスタヘドシ ユ ノテ ベ ンクルと 言るものに 

て日本 御 老中高官人に 恭敬して左の 事件を報 す 足 れ 

去年十月九日 ィム 蘭画使節と日本 御 全権 方 と共に信誼を 

結ひ極め置たる 条約を仏前酉の 皇帝姉世ナポレオンを 

承領し私を使節として 江戸に於て 

日本高官と共に 其 条約を取替すことあ り 夫が 為 日 

本政府 よ り高官に任し 其 高官と私と互に 談判の上 日 

本 

大君と仏前面皇帝 と 取極たる条約各々承領せられし 確 

澄を示すへき 日限 並に 場所を定むへし 一一中略一一 

石 者 江戸海に在 ド セラと言る仏前 面 皇帝の軍艦に 於て 

一千八百五十九年九月六日書 す 

笈にコンシェルゼネラール 館の印を調せり」 

これに対して 幕府は間部下総 守 ，脇坂中務大輔の 名 

で 次のように回答した 36)   

「貴国九月六日文書翰 令 披見 候 今般本条約 馬 取替とし 

て遠海燕 滞 渡来 之段 珍重存候 

。 一 
条約馬取 替 日限等者 宿弄 へ上陸 披到候 上道面可及何台 

候 拝具謹言 

安政木 己未 八月十四日」 

なお，条約批准書交換に 関する幕府の 対応を感謝す 

ると同時に席次について デュ シェーヌ・ ド ・ベルクー 

ルは 次のような書簡を 送った "). ( ) 内 表記は筆者 

注 ． 

「己夫八月 廿 九日 

ゲイスタベー ( ギュ スター ヴ )  ドセン ( デュシェー 

ヌ )  デ ( ド )  ベ ン クル ( ベルクール )  フランス 

    TT 
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コンシェル ゼネラール ニテ フランス / コトヲ 

ニッポンニ オイ テ トリサバクモノ 八 

二ツポン ゴロージ ブ ( 御 老中 )  ヱ キセルレンシー 

(ExcelIence, ( 閣 T) 

マナベ ( 間部 )  シモ 一サ / カミト ( 下総 守 )  ワキ 

ザカ ( 脇坂 )  ナ カッカ サ ( 中務 ) タユー へ ( 大輔 ) 

ニッポン ハチ グワッ ・ 二十六二チ ヂヨウ ヤク ヲ 

トリカフス ウチ ニハ ワ タクシ モッレ テ キタル 

ニンズ ニモ ヱキ セレンシー ゴロージフョリ アッ 

ク トリアツカリマシタルニ ラ ーキ ニアリガト一 ゴ 

ザ リマス モット モ ソレ ニ コ 、 ロソ カルベキ 

トコロアリ コレ ハ ワタ クーンハ タクヘカ ヘリ ケ 

ツコーク ワビ / シナ ミアータルニ ヒト ツバルニ 

ワ タクシ ト ニ ンスートノ タメニ ソナヘタルガ 

ワキザ カ ナカツカサノタイ ウ /  ヤ、 ンキ ニ ％ イテ 

ソ /  シヨ クモノ ラ タ ベランス ユヱ セイフ ヨリ 

ワ タクシ イヘニ ワタシク ダ サツタ ト キ、 ラ 

モーニ ハ タコ クジンハ カ ウショウ シラン タゾ 

ツ ー ベン ヲ モツテ で 、 ワカツ テ カネ テ ソ / タ 

ケ ア ッキヲ タ シカニ ゾンジラ ネハ 、 ン ンハイ 

ト ス ベ、 ン イマ ミギノ セヰフョリ クダサツテ 

アル、 ンョ クモ ツヲ ゴロージウョ リ ワ タクシ ト モニ 

ラク ル オンコ、 ロヱラ オ ソクゾ、 ノ ジマス ル ヱキ 

セレンシー ゴロージウノ マ ヘ ニ ％ ヒテ ミヨ ガ 

トーンテ タベラネハ ナ ランコトアリ モットモ カ 

ネ テ ラコ、 ロヲ ウケタ マハラン コトアリ 

マ タ ソ / ヒ /  シマイ ハ コトヲ トリサバク シ 

マイト ヲ モヒ - ンユ ヘ ラ ンコ、 ロヲゾンジマセヌ 

コ トアリ コノホー ョリ ナン / フ ランレイ ヲ シ 

ヲ トス コ 、 ロ チ シトシンジナサ ン ソ レニツ ヰテ 

モシ ハジメ テ ニッポン ニ フ ル セツニハ コ、 ロ 

ズ カ レズ シテ ニッポン / レイ ギニ タガウ トキハ 

イカニモ コ ノホー ヨリ ソ /  モト ノラシ ギ ヲ カ 

ロ クナス コ 、 ロ ヲモフベカラズ コ ノマイ スデ 

ニ ヱ キセルレンシーノ アナ タサ マニ マーシア ゲ 

( 中 上 ) タテマツル トラーリニ フランス コーテ 

イノコ、 ロヱ ニ八 二ツポ ンニオヰ テ フランス / コ 

トヲ トリサバクモノ 八 三 ツ ホン /  セイフ ニ タ 

イシ テ ヂシン ノ クライフ カ ロク セズシテモ 

チョド ジシン ラ モーガ ゴトク イ ソ モ ア ック 

テ ィ ネイ フ ナ スベ シ ョーロッパト ニッポント 

フー ゾ ク アイ タガワ サル 力 モ ー ン ダイジ / ギ ア 

フバ 

- ン、 サ キ タッテ ( 先立って )  マモル ベキ レ ネヲ 

コ トゴト ク カネテ ッゲ シラ セマセバ 、 ツヰフ ン 

タ ンヲ モ カロウ セザル ョ 一ニ 

フ一ゾクフ ァラワスベシ ソ レニッ イテ ユヱバ 

ワ タクシガ エキシレンシー ゴロ一ヂ ウノ ラシ マ 

イヘ マ ゼス テ (Majesl ヂ 皇帝陛下 ) フランス コー 

テイ /  イク サ ブネ /  ( 軍艦 )  シク ワン ラッレテ 

マイリ ソロ セツ ( 候節 )  タトヱ ソ / シク ワン / 

( 士官の )  ニ ンズ クライナ ド ( 人数， 位等 ) ラ 

イチイ チ ワケテ ツゲ テ フ リソーラ ヱ又イヅレノ 

ヘヤニ ％ ルベキカト タヅネヲ リ ソー ヱトモ ( 候 

得失 )  ソノ モト ョリ タ ンモ マモル ベキ レイ ヲ 

カネテ シラス コ ト ハ ナシ モシ ヒ トビ トノ 

ラルベ キ トコロ ラ サシミセル ニッポンジンハ 

ヱ キセルレンシー ゴロ ーヂウ /  フ ンマイ ニ ッレ 

テ マイル ベ キ ーンクワン / ニンズ コトヲ トリ 

アッカ ー ヘヤニト・マル ベ キ アヒダ ナドヲ ワ 

タクシ ニ シラ セ ソーラ ネ バ ツイブン ソ /  レイニ 

マカセテ マ チガイ ナカルベシ カ ツソ /  トキノ 

マ チガイ ハ ヱ キセルレンシー ゴロ一ヂウモ フラ 

ンス シ ク ワンモ ウタガイナ ク 、 ン ンハイナリ イ 

チゴ ンニ、 ンテ マモル ベキ レイ ラ ッゲ、 ン ラセン コ 

トヲ コイ ネ ゴ ー 又ミギ ニ カ キ アゲ ー ン トヲリ ナ 

ニゴト ニモ マゼステ フランス コーテー /  コト 

ヲ トリサバクモノ、 、 ン ヤクレイ ヲ カロン ゼザル 

ヨ ウニ マセ ステ ニッポン / 

タイクン /  コークワン ニン フ タットビ ウ ヤ 

モ ーべ、 ン サヨウナ ンバ ソウホ ウヨ ロコブ ベキコ 

トナリ ミキ メ ダンハン ( 談判 )  ナス ニハ タダ 

ヱ キセルレンシー アナ タサマノ ラ ンコ、 ロニカナ 

ブ ココロ アリテ イタスト ゾ ンズベ 、 ン ハヰバ 

キ ンゲン 一千 ノ， L ツヒ ヤク ゴヂウクネン クグワツ 

ヂ ウョ ツカ 

フランスホンショウ ( 本書 ) ニア タル ( 当たる ) 

ケイエスタ ベ ドセン デ ベ ン クル」 

このような経緯があ って安政 6 年 8 月 26 日 (1859 年 

9 月 22 日 ) に幕府側代表酒井忠行との 間で条約の批准 

書の交換が無事行われた "). 

「己夫八月 廿 六日 

大日本帝国 

大君の全権 と仏南西 

皇帝の全権 と安政五年戒 午 九月三日江戸崎 に 於て日本 

語 及ひ 片仮名文位 蘭 四文河南屹立にて 取極 調刊 せし 条 
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約 本書馬取 替 のため会合し ばならない・ 旧 n  maree  est  ecrit: par  加 eement 

大君奥印あ りしと 

皇帝奥印あ りしと照応、 し 相違なきにより 相当の礼儀を 

整へ江戸崎 に 於て取替すもの 也 

有 譚拠 として 雙 方の全権 化書面 弍通 に名を記し調印せ 

@ 

安政六日未八月十六日 

酒 井 隠 岐 守 花押 

- ジュ， シエス ヌ ドベルクール 三拝 言己 」 

( 未完 ) 

「 う主 」 

1) ジャン・バチスト・ルイ・バロ 二 Jean Baptiste 

Louis G,os, 1793 一 1870 ． 

2) Trait 全 ・ dePaiX,d,Amit 掩 etdeComme,ceent,e le 
Japon et la F,ance は 22 条から成っている「仏双 

面 皇帝と日本大君と 信誼を結ひ両国の 人民交易を 
通し 其 交際の永く 替 らすして両国の 為利益あ る 交 

易の条約を定んと 欲して ィム 蘭画皇帝より 全権 の使 
節ジュワン ( ジャン 二 筆者 注 ), バ ペティス テ 

( バティスト姉筆者 注 ), ルイス ( ルイ三筆者 注 ), 
ゴロ ( グロ 二 筆者 注 ) ノカミ ( 守二筆者 注 ) を遣 

し日本大君は 其事を水野筑後年永井玄蕃頭井上信 
濃 守堀 織部 正 岩瀬肥後守 野 々  m 鉦茂 に 令 し撃刀 委 
任の書を照応し 左の条約を決定せり」という 序文 
に始まる． ここでは第一条のみ 記すと次のように 

なる． 「 仏 南西国と日本国と 共々親睦なるへし 
仏前西国の人日本に 居留せは英人々を 日本に於て 
懇に 扱ふ へし 日本国の人伝南西国に 居留せは ィム 

南西国に於ても 又 懇に扱ふへし 」 ( 『幕末維新覚交 
史料集成 ] 第 4 巻・ pp.467%1. 東京大学史料編 
纂所所蔵 ). 
なお，此の条約と 同時に「貿易章程」 (7 則 ) が 
作成された ( 前掲史料 pp.471%4). 

3) 彼の姓名の姓をこれまで ド ・ベルクール ，名前を 
デュ シェー ヌ のように理解していたが ， フランス 

側の資料 ( 外務省資料地 ) によりそれが 間違いで 
あ ることがわかる． また，単にべルクールという 

のも日本では 使用されているのでこの 際これも全 

て改めなければならない． 日本政府法律顧問のボ 
アソナード・ ド ・フォンタラビーを ド ・フォンタ 

ラビーとしたら 間違いで人名辞典をこれでは 引け 

ないことになる． もっともフランスの 資料でも 

M, de  BeIlecourt としているものも 見られる 

(Correspondance@ avec@ le@ Ministre@ de@ la@ Marine 
du  N 。 288  au  N 。 541 二 フランス海軍歴史資料館 

資料 ). 
本人の署名は 全て DuchesnedeBellecnurt であ る． 
また， P.de  Chesne  ( 『日本覚交 史 辞典」 p. 917) 
の P. は間違いで P. は G. (Gustave) としなけれ 

rendu‖u》 Ⅱ     bunal…iv@   de｝remiere！nstance‥e〕a 

Seine ， Ⅰ   dix ， neuf@ Decembre ， mil@ huit@ cent 

quarante-quatre,@ et@ transcFt@ le@ onze@ Janvier 

suivant@ au@ registre@ 114@ N@@ 52@ des@ naissances@ de 

cette@ Mai   ie,@ il@ a@ ete@ ordonne@ qu'en@ marge@ de 

1'acte@ ci ， contre@ men Ⅰ     on@ sera@ faie@ que@ par@erreur 

ル尹 <?re  a  をとを & タ化 彪 Dur ん ぬれ f  au  l わ u  de  I を tr ど 

D ぴ e んそ Ⅰ 化み B ゼ Ⅰ ル Ⅰ。 ぴ Ⅰ t. Cette  mentlon  ・ a  ete ，， falte ・ 

le  meme  jour  par  nous,  Maire  du  neuvjeme 
Arrondissement@ de@ Paris ・ Ainsi@ SgnC@     Martinon ， 

adjoint. Copie conformele  l5  Juin  18551.  この出 

生証書の欄外に 記載された文からも Duchesnede 
Bellecou,t とわかる． 

なお，石井孝 著 『明治維新の 国際的環境 J ( 吉川 
弘文館，昭和 32) や鹿島守之助 著 「日本覚交 史 」 

第 1 巻   幕末外交 ( 鹿島研究所出版．昭和 45) 
でも姓を 2 つに 分け Duchesne を名前， DeBelle. 
cou,t を 姓 としている． 日本の文献でも 「ゲイ ュ 

スタ へ た ンエンデベ ン クル」という 表記がいく っ 

か 条約関係文書に 見られるので ， これを注意深く 
読めば， Gustave  Duchesne  de  Bellecourt と言う 
フルネームに 気がつく   

4) ミッシェル，ジュール・マリー・レオン ，ロッシ 

ュ二 MjcheI  Jules  Marie  Leon  Roches,  1809  一 

1900 年・没年は 1901 年と言われていたが ，数年前 

に 桐 朋学園短期大学部助教授の 中山裕史氏によっ 
て彼の没年が 1900 年であ ることが判明． この成果 

は 1992 年に刊行された「日本覚交 史 辞典』 ( 山川 
出版社 ) などには全く 採り入れられていない．筆 
者もその新事実を 昭和 63 年 8 月発行の『明治村 通 
ィき J ( 明治村東京事務所 ) や [ 日 仏文化交流写真 
集」 2 集 (1990 年，駿河台出版社 ) で紹介させて 
いただいた．残俳ながらそれらは 編集者の目にと 
まらなかった． そこに辞典編纂の 限界があ るのか 

も知れない． 

5) 近年は研究・ 調査発表の数が 多く，それらの 全て 

に編集者の目が 届かないのはやむおえないとはい 

え ，基本的な事柄なのできわめて 残俳であ る． 

6) 日蘭学会編・ 雄松生 刊 ・ p.644   

7) 「 19 世紀フランスの 外交官， 1859 ( 安政 6) 年駐 

日総領事に任命され ，軍艦デュ，シェイラ 号で， 
宣教師のジラール ，通訳カッションなどとともに 
来日・後に弁理公使となる．幕末の 国情不安定， 
政論沸騰の中をイギリス 公使オールコックと 行を 
ともにして活躍し 生麦事件発生に 際しては， 日 

英間の調整に 力をづくした． 64 年帰国」 ( 東京堂 
書店 ), ここでは姓が 単にべルクールとなってい 

るほか， フランス語の 綴りの Duchene も間違っ 

ている． 尚 ，「幕末の覚交」大塚武松「日本歴史 ] 
N 。 7.p.24 に「 ヂュ ・シャ グラ DuChagla 」とあ 
るのは g と y を読み違えたものであ る・ フラン 

ス外交文書，例えば 1859 年 9 月 18 日の江戸到着直 
後に書かれた デュ シェーヌ， ド ・ベルクールの 書 
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心的存在で幕府の 薩長に対する 徹底的抗戦論者で 
あ ったが， 日本の将来に 目を向けていた 一人． 軍 

艦奉行 ( 元治元年一慶応元年 ) 。 歩兵奉行 ( 文久 

2@E- 一同 3 年 ), 御 勘定奉行 ( 文久 2 年一同 3 年， 
元治元年， 慶応元年一明治元年 ) などを歴任 
( 『江戸幕府役職集成 ] 増補版．笹間良彦・ 雄山間   
昭和 m2 年・ pp.217,398,404) . 

16) 小栗上野介と 組んで幕府建て 直しに寄与したが ， 

横須賀製鉄所，陸軍三具伝習，横浜フランス 語学 
所の全てにかかわった． フランス公使の 秘書、 ぎメ 

ルメ ・カシ。 ンと はフランス語と 日本語の交換教 

授をするなど 旧知の仲．覚国奉行 ( 慶応 2 年Ⅱ 月 

4 日一同 3 年 6 月 5 日 ), 軍艦奉行 ( 慶応元年 nl 
月 11 日 一同 2 年 1 同 8 日 ) 。 御 勘定奉行 ( 慶応 3 

年 一 ?) などを歴任 ( 前掲『江戸幕府役職集成』・ 
pp.217, 398) . 函館奉行 ( 慶応 3 年 6 月一 ?) 
㏍明治維新人名辞典』吉川腔文館・ p.37 ㈲・ 

17) 栗本・小栗を 支えていた人物．覚国奉行 ( 慶応 2 

年 9 月 27 日一同 2 年 10 月 15 日 ), 陸軍奉行 ( 慶応、 
3 年一明治元年 ), 御 勘定奉行 ( 慶応 2 年一同 3 

年 ) などを歴任 ( 前掲『江戸幕府役職集成』増補 
版・ pp.217,398,403 円 ). 神奈川奉行 ( 「幕末覚 
交」円本覚交 則 第 1 巻・ p. 103. 鹿島守之助 

著 ). 
18 Ⅰ Anee G 。 o,ges Maxirn Ⅲ en Ontrey, 1822 一 1S81. 

イラクのババダッド 生まれの外交官． ロッシュ公 

使の後任． Maximlien を略して Max ㎞ e と表記す 
る場合が多い． 本人の署名もマクシム・ ウ一 トレ 

イ (Maximeoutrey)   

19) パリ第 9 区役所に問い 合わせたところ。 Le Se,- 
Vice des ArchiVes de la Ville de Paris (18, bld 

S も， u,ier7501g Paris) に直接コンタクトをとるよ 

う 連絡があ り，その結果出生証書が 入手できた， 
「 ExtraitduRegistredes AcIes de NalSsance 」 g 。 

Mairie) . ( 出生証書 要刮 1817 年 2 月 23 日パリ 
市 海軍工廠地区サン・タントァ 一 2 通 200 番地で 

午後 1 時に生まれたピエール・ レミ ・デュシェー 

ヌ @ 主 ) と妻 アルフォンス・ガブリエル・ケリ 

ュ Ⅱ 812 年 2 月 18 日 ( 文化 9 年 1 月 6 日Ⅰに当市 

役所において 結婚，前期住所に 居住 ) の嫡子 ギュ 
スター ヴ の出生証書が 1817 年 2 月 26 日 ( 文化 U4 年 

1 月 11 日 ) 午後 1 時に作成された． 第一証人 : ジ ャン ・バチ ス @ ・ルナール ( パリ 8 区ロアイヤル 

通 8 番地居住， 勤め人， 39 ㈲・ 第二証人 : ピ 
エール・フレデリック・フランソ ア (2 級公証人． 

27 歳，嫡子と同住所 ). パリ第九区役所区長によ 
って確認，証書朗読の 後， ルナール， デュシェー 

ヌ， フラ ソア ，パンタン ( 助役 ) が署名した・ 

20) Correspondance Politique:Japon. 一連の個人記 

録 (DossierpersonneI). 
21) フランス覚務省資料． なお， この資料には 整理番 

号は殆どなく ， ただ雑然と入っているだけで ， 間 

違いが起こる 可能性があ り，整理が急がれる・ 

22) もう - つの別の記録に ょ れば 1843 年 1 月 1 日 二手 
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書きで下書きと 見られる 「 Le  Ⅱ ， 。 。 t 。 ur  des 

Affaires  Politiques  au  Departement  des  Affaires 

Etrangeres 」 には 「 Attache  surnumeraire  aux 
Archives  du  D さ pt  (departement= 筆者 注 )  du  l"" 
Juin  1843  au  8  9 。 " 。 億 eptembre, 筆者 注 )  1844  と 

記載されている． 

23)  フランス覚務省資料．別の 記録によれば 9  日． 

24)  資料に Attach 色 pay さ と記載されている・ 
25)  「 MT  Duchesne  de  BelIecourt  (Gustave),  secre- 

taire  de  notre  Legation  む Copenhague  est nom- 

me@ en@ la@ meme@ qua Ⅰ     te@ a@ Francfort@ en@ remplace- 
ment de  M, de  Gobineau. (Extrait du  decret du 

30Juin1855.A,ti 。 1 。 2, フランス覚務省資料 ). 
26)  『維新史料綱要 ] 第 3 巻・ p. 194. 「 已未セ 九十六 

日 千八百五十九年八月十四日江戸に 於ける 貌 刑 
人 泥亜 コンシエラートゼネラール 末に名を記す 

る処の日本に 船 る現利夫 泥 亜の女王殿下相閣下に 
次件を報告す ホーバ ウヱルゲ ボ ー レンヘール 尊 

称 デベルクールト ( 人名 ) 船にて不日江戸に 来る 

べき告知を知り 得たり 吾 考ふるに事務宰相本人 
の為相応の居所を 設くるべき命を 与ふべき 故 前条 
の事を知らんと 欲せしなるべし」 ( 横浜開港資料 
館所蔵 『 続 通信金 覧 』 類輯 2 部 三 ，礼典門礼儀 門   
p.599). 

27) フランス覚務省資料． ( 要約 ) 第一条 日本国江 
戸にフランス 総領事館 ( 総領事 職 ) が創設され 
た‥．第二条 デュシェーヌ・ ド ・ベルクール 

( ギュ スター ヴ ) 在中国大使館一等書記官は 江戸 
のフランス総領事に 任命された． 

28) フランス覚務省資料． ( 要約 ) 閣下のご提案に 2 

0 日本に最近創設された 総領事館が私に 委ねられ 
るという皇帝陛下の 温かいお言葉をお 知らせ下さ 

り光栄に存じます． この皇帝陛下のご 厚志に私は 
感激すると共に 皇帝陛下に対し 精一杯努力し 皇帝 
陛下の期待に 応えたく存じます．皇帝陛下に 私の 
心からの感謝の 気持ちをお伝え 下さる よう ， また， 

任務を完遂すための 私の決意を皇帝陛下にお 伝え 
くだされば幸甚です． 

29) 前掲「維新史料綱要 ] 巻 3, 維新史料編纂事務局． 
昭和 16 年・ 目黒書店・ p.203. 
「その後安政 6 年 (1859 年 ) 4 月， フランス政府 
は べ ルクールを初代の 日本駐在総領事表外交代表 

に任命した」 (p. 189). ここでの外交代表は 多分フ 
ランス語の cha,g 毛 d,affaires を指していると 見ら 

れる (n 幕末外交 ] 鹿島守之助，鹿島研究所出版 
会・昭和 45 年・ p. 189). 

30)  ア 一 @  ユ ンエー . ス・ ド ・ベルクールの 来日の日付は ， 

デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールのフランス 外務省 

宛の書簡から 明白であ る． 「 J,ai eu  l,honneur 
d,informer  Votre  Excellence  dans  mes  dep 奄 ・ Ches 

N0" 4  et 5, sous  Ie  t ㎞ bre  Ⅱ rection  Poljtique  et 
les  dates  du  l0  et  l6  courant, de  mon  arrivee  a 

Yedo le  6  se 卸 em  bre, a  bord  du  "Du  Chayla"  de 

ma premi     re commu Ⅱ     cati   n tant avec Ⅰ   s Auto ・ 

rites@ locales@ qu ， avec@ mes@ collegues@ et@ des@ appre ， 

Ca Ⅰ     ons@ gener8es@ que@ ceux-ci@ m'avai   nt@ donnees 

sur  la  tendance  r 毛 actionnaire  du  Gouvernement 
actuel  du  Japon  relativement  乙 l,eX 泡 cution  des 

trait る s. 」， また， 1859 年 9 月 10 日江戸発信の 書簡 
には「 Jeprofited,uneoccasion  quis,offre 套 l Ⅱ m. 

proviste  par  le  depart  d'un  navire  de  commerce 

de@Kanagawa@pour@informer@Votre@Exellence@que 
je@ suis@ arrive@ a@ Yedo@ sur@ le@ "Du@ Chayla"@ le@ 6@ de 
ce@ mois ， (Correspondance@ politique:@ Japon@Tome 

1 ， N@@ 113 ， a@monsieur@le@ Comte@Walewski ， Minis ・ 

 
 

 
 

 
 

」
の
書
翰
」
．
 

ク
 
レ
 
]
 

生
口
 

)
 
ノ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

1
 
2
 

3
 

5
 6
 
7
 

4
 

3
 

3
 
3
 
3
 

3
 
3
 

3
 

            Ⅰ -, み 



ギュ スター ヴ ・デュシェーヌ・ ド ・ベルクールについて (1) ( 西堀 H 召 ) (365)  103 

掲
忠
約
 

前
 非
条
 

 
 

 
 

4
8
 ク
 

第
 %
 ル
 

側
圧
 へ
 

集
 3
 ウ
 

 
 

 
 

 
 
8
 
3
 

本書 / 交換 ヲ了ス 」印本覚交 史 』 (1) ( 幕末 外 
交 ・鹿島守之助 著 ・鹿島研究所出版会・     189)   

( にしぼり あ きら 横浜国立大学経営学部教授 ) 


